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政
令
第
百
十
五
号

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
に
付
随
す
る
土
地
若
し
く
は
借
地
権
の
取
得
又
は
堆
積
土
砂
の
排
除
そ
の
他
の
宅
地
の
整

備
二

原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
の
購
入
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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２

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
災
害
復
興
建
築
物
」
の
下
に
「
若
し
く
は
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
福
島
復
興
再
生
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
を
い
う
。
）
」
を
、

「
貸
付
け
」
の
下
に
「
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。
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理

由

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
の
建
設
又
は
購
入
に
付
随
す
る
行
為
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


